
〇苅田町木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付要綱 

 

(目的) 

第１条 この要綱は，苅田町木造戸建て住宅性能向上改修等補助金（以

下「補助金」という。）の交付に関し，苅田町補助金交付規則（平成

16年苅田町規則第７号）に定めるもののほか必要な事項を定め，住宅

の性能向上改修の実施に要する費用の一部を補助（福岡県木造戸建て

住宅性能向上改修促進事業補助金を活用する。）することによりその

実施を促進し，「地震に強い安全・安心なまちづくり」及び「脱炭素

社会」に資することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(1) 木造戸建て住宅 「在来軸組構法」，伝統的構法及び「枠組壁構

法」で建築された木造一戸建て住宅（店舗等の用途を兼ねるものは，

（店舗等の用途に供する部分の床面積が，建物全体の延床面積の2

分の1未満であるものを含む。）をいう。 

(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐

震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法（時刻歴応答計算

による方法を除く。）の基準に基づき，建築士法（昭和25年法律第

202号）第２条に規定する建築士が，住宅の地震に対する安全性を評

価することをいう。 

(3) 性能向上改修工事 次に掲げる改修工事をいう。 

ア 耐震改修工事 耐震診断の結果，上部構造評点が1.0未満である

木造戸建て住宅について，建物全体又は１階部分の上部構造評点

が1.0以上になるよう補強する工事（工事監理を含む。）をいう。 

イ 省エネ改修工事 木造戸建て住宅の省エネ性能の向上が図られ

る改修工事（開口部，躯体等の断熱化工事，設備の効率化に係る

工事）をいう。 

(4)建替え等 次に掲げるものをいう。 

ア 建替え 自らが居住するため，地震に対する安全性が確保され



た住宅を建築，賃借等により確保することをいう。 

イ 空き家の相続等 空き家を相続又は遺贈により取得したことを

いう。 

(5) 施行者 木造戸建て住宅の所有者その他町長が住宅の耐震改修

が必要と認める者で，住宅向上改修工事等を行うものをいう。 

(補助対象者) 

第３条 補助対象者は，施行者のうち，次の各号に掲げる要件のいずれ

にも該当するものとする。 

(1) 補助金の交付を過去に受けたことがないこと。 

(2) 町税等を滞納していないこと。 

(3) 暴力団員による不当な行為等に関する法律（平成３年法律第77

号）第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

２ 町長は，前項の規定にかかわらず，特にやむを得ない事情があると

認めるときは，同項第１号及び第３号に該当する施行者を補助対象者

とすることができる。 

(補助金の交付) 

第４条 町長は，補助対象者に対して，予算の範囲内において，補助金

を交付することができる。 

(補助対象住宅) 

第５条 補助金の交付対象となる木造戸建て住宅は，次の各号に掲げる

要件のいずれにも該当するものとする。 

(1) 町内に存在すること。 

(2) 昭和56年５月31日以前に建築又は工事着工したものであること

(昭和56年６月１日以後に増築等を行ったものを含む。)。 

(3) 耐震診断を実施した結果，耐震診断の上部構造点が1.0未満であ

ること。 

(4) 補助金の交付を過去に受けていないこと。 

(5) 性能向上改修工事により建築基準法（昭和25年法律第201号）及

び関係法令の規定に違反するものでないこと。 

(補助対象経費) 

第６条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は，



補助対象者が行う次に掲げるものとする（消費税及び地方消費税を除

く。）。 

(1) 補助対象住宅の性能向上改修工事 

(2) 建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事（空き家の相続等を伴う

場合においては，相続開始日から起算して３年を経過する日の属す

る年の翌年３月までに行うもの） 

２ 前項第１号に規定する補助対象事業は，耐震改修工事及び耐震改修

工事と併せて行う省エネ改修工事とし，省エネ改修工事のみで実施す

るものは補助対象事業としない。 

(補助金額等) 

第７条 補助金額は，補助対象経費に次表の補助率を乗じて得た額（そ

の額に1,000円未満の端数があるときは，これを切り捨てる。）とし，

予算の範囲内において町長が定める。ただし，上限額は次表に掲げる

額とする。 

 

工事区分 補助対象経費 補助率 上限額

耐震改修工事に係る経費 80万円

省エネ改修工事に係る経費
80万円のうち、

30万円

建替え等に伴う

除却工事

補助対象住宅の解体及び撤去に要する費用又
は補助対象住宅の耐震改修工事に要する費用

のいずれか低い方

対象経費の

23％
30万円

性能向上改修工事
対象経費

の50％

 

(事前協議) 

第８条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」とい

う。）は，工事の実施に関する契約を締結する前に，当該工事につい

て町長と必要な協議を行い，その内容について助言を受けるよう努め

なければならない。 

(補助金の交付申請) 

第９条 申請者は，苅田町木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付申

請（様式第１号）に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。 

(補助金の交付又は不交付の決定) 

第10条 町長は，前条の規定により補助金の交付の申請があったときは，



その内容を審査し，補助金の交付又は不交付を決定しなければならな

い。 

２ 町長は，前項の規定により交付を決定したときは苅田町木造戸建て

住宅性能向上改修等補助金交付決定通知書（様式第２号）により，不

交付を決定したときは苅田町木造戸建て住宅性能向上改修等補助金不

交付決定通知書（様式第３号）により，当該申請者に通知しなければ

ならない。 

３ 町長は，第１項の規定により交付決定する場合において必要がある

ときは，補助金の交付について条件を付すことができる。 

(補助金交付申請の取下げ) 

第11条 前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者（以

下「交付決定者」という。）は，事情により補助事業を中止し，又は

廃止する場合においては，速やかに苅田町木造戸建て住宅性能向上改

修等補助金交付申請取下届（様式第４号）により町長に届け出なけれ

ばならない。 

２ 前項の規定による取下げの届出があったときは，前条第１項の規定

による交付決定はなかったものとする。  

(補助事業の内容の変更) 

第12条 交付決定者は，事情により補助事業の内容を変更するときは，

速やかにその変更の内容について町長と協議をしなければならない。 

２ 交付決定者は，前項に規定する場合において，交付決定を受けた額

の変更を伴うときは，必要に応じて苅田町木造戸建て住宅性能向上改

修等補助金交付変更申請書（様式第５号）に関係書類を添えて町長に

提出しなければならない。 

３ 町長は，前項の規定による補助金交付変更申請があったときは，そ

の内容を審査し，その結果を苅田町木造戸建て住宅性能向上改修等補

助金交付変更審査結果通知書（様式第６号）により当該交付決定者に

通知するものとする。 

(補助事業の遂行) 

第13条 交付決定者は，補助金の交付決定の内容及びこれに付された条

件に従い，補助事業を毎年度２月末日までに，適切に完了しなければ



ならない。 

(検査等) 

第14条 町長は，必要と認める場合においては，性能向上改修工事等の

工程を指定し，検査を実施することができる。 

２ 町長は，前項の規定による検査の結果，当該性能向上改修工事等が

適切に行われていないと認める場合には，当該性能向上改修工事等が

適切に行われるよう交付決定者に指導するものとする。 

(実績報告) 

第15条 交付決定者は，補助事業が完了したときは，速やかに苅田町木

造戸建て住宅性能向上改修等補助金事業実績報告書（様式第７号）に

関係書類を添えて町長に報告しなければならない。 

(補助金の額の確定) 

第16条 町長は，前条の規定による実績報告を受けた場合において，そ

の報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付

した条件に適合するものであるかどうかを調査確認し，適合すると認

めたときは，交付すべき補助金の額を確定し，苅田町木造戸建て住宅

性能向上改修等補助金額確定通知書（様式第８号）により当該交付決

定者に通知しなければならない。 

(補助金の請求) 

第17条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた交付決定者は，

苅田町木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付請求書（様式第９号）

に関係書類を添えて町長に提出し，補助金の交付を請求するものとす

る。 

(補助金の交付) 

第18条 町長は，前条の規定による補助金交付請求書の提出があったと

きは，補助金を交付するものとする。 

(補助金交付決定の取消し) 

第19条 町長は，交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは，補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 



(3) 第14条第２項の規定による指導に従わないとき。 

(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 前項（第３号を除く。）の規定は，第16条に定める補助金の額の確

定を行った後においても適用する。 

３ 町長は，前２項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは，

苅田町木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付決定取消通知書（様

式第10号）により当該交付決定者に対し通知しなければならない。 

(補助金の返還) 

第20条 町長は，前条第１項及び第２項の規定により補助金の交付決定

を取り消した場合において，当該取消しに係る部分に関し，既に補助

金が交付されているときは，苅田町木造戸建て住宅性能向上改修等補

助金返還命令書（様式第11号）により期限を定めてその返還を命じる

ことができる。 

(書類の整備及び保存) 

第21条 補助金の交付を受けた施行者は，補助金の使途に関する領収書

その他の関係書類を整備し，補助金の交付決定を受けた年度の終了後

５年間保存しなければならない。 

(その他) 

第22条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，町長が別に定め

る。 

附 則 

(施行期日) 

１ この要綱は，令和５年４月１日から施行する。 

(この要綱の失効) 

２ この要綱は，令和９年３月３１日限り，その効力を失う。 

附 則 

この要綱は，令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，令和８年４月１日から施行する。 


